
令和４年度 地域部活動指導者研修
令和５年度 地域指導者育成研修 で認定証を取得した皆様
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●更新期間の延⻑にともない、受講修了した年度によって、更新年度が変更になっています。ご確認ください。

【お問い合わせ】
電話 058-297-2567 FAX  058-297-2568

公益財団法⼈ 岐⾩県スポーツ協会 スポーツ推進課 ⽣涯スポーツ係

新更新期間のポイント

認定証取得者の皆様へのお願い

●部活動地域移⾏に向けて課題となる地域での指導者確保のため、岐⾩県教育委員会では「岐⾩県地域
クラブ指導者⼈材バンク」を設けています。既に認定証を取得されている⽅は、「岐⾩県地域クラブ
指導者⼈材バンク」への登録をお願いいたします。

QR コードにアクセスして登録

●JSPO資格の更新期間と合わせ、本研修認定証の更新期間も「４年」に統⼀することとしました。
●令和４・５年度に認定証を取得した⽅が対象で、認定証の裏⾯には、有効期限が「３年」で記載されて
いますが、令和６年４⽉より「４年」とみなします。

●有効期限：令和４年度取得の⽅・・・✖令和8年3⽉31⽇ ⇒ ○令和9年 3⽉31⽇
令和５年度取得の⽅・・・✖2027年 3⽉31⽇ ⇒ ○2028年 3⽉31⽇

☞「４年間」とみなします

【例】令和４年度に認定証を取得された⽅の場合

【認定証表⾯】 【認定証裏⾯】

☞「2028年」とみなします
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※令和５年度取得者
令和８年３⽉３１⽇
☞「令和９年」とみなします
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